
嵩元教育長の政治活動について 

教育長として参加していたと思われるイベント会場にて、市外の選挙に立候補予定

の身内をよろしくという旨の発言を聞いた（名刺も配っていたと思う）。 

立場を利用した政治活動は許されるのか、政治活動を制限されている教員以上に政

治には中立の立場が求められるのではないか。 

以下の５点を伺いたい。 

【ご意見 1】 

教育長の政治活動について、地方公務員法と地方教育行政法のどちらが優先して適

用されるのか？ 

【回 答 1】 

  地方公務員法は「特別職に属する地方公務員には適用しない。」（地公法４条 2 項）

とされており、この「特別職」とは、「就任について公選又は地方公共団体の議会の

選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職」（地公法４条３項１号）とされ

ています。 

他方、教育長は「地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」（地方教育

行政の組織及び運営に関する法律４条１項）とされており、上記の「就任について、

地方公共団体の議会の同意によることを必要とする職」に該当し、特別職にあたりま

す。 

  よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律のみの適用となります。 

 

【ご意見２】 

  地方教育行政法上の“積極的な政治活動”のうち、“積極的な”とはどの程度のも

のか？ 

【回 答２】  

  教育長の政治運動につきましては、地方教育行政法第 11 条第 6 項により「積極的

に政治運動をしてはならない。」と規定されており、逐条解説によりますと、「「積極

的な政治運動」をするとは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくは

これに反対し、又は公職の候補者、特定の政党その他の政治団体、特定の内閣等を推

進し、支持し、若しくはこれらに反対するような運動を積極的に行うことである。」

とされております。 

「積極的な政治運動」とは、教育長が出席する会合等の場で、出席者に対して特定

の候補者について推薦をしたり、投票の依頼を促すような行為や、特定の政党・候補

者への勧誘するなどの「組織的、計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行

為」を指すものと思われます。 

ご指摘の件については、会合の際、知人に身内の名刺を渡したことを指していると

思われ、教育長に確認しましたところ、不特定多数の方に名刺を配ったものではなく、



知人へ個人的に名刺を渡したもので、「組織的、計画的又は継続的な政治運動を行っ

た」ものにはあたらないと考えます。 

 

【ご意見３】 

嵩元教育長はこの行動についてどのように責任を取るのか。あるいは罰則があるの

か。 

【回 答３】 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定されているとおり、教育長は、そ

の職務の遂行に当たっては、自らが教育行政の運営について負う重大な責任を自覚す

るとともに、本市の子ども達の教育を受ける権利の保障のため、職務に専念する義務

を負っておりますことから、その政治運動については、当然ながら教育の政治的中立

性を保つため、細心の注意を払う必要があります。今回のご意見にありましたように、

教育長が名刺を渡したことは、あくまで個人的な付き合いのある方との話で、公の場

で教育長として積極的な政治運動を行ったものにはあたらないと考えておりますが、

このような行動が市民の皆様に不信感や不快感を与えてしまったことに対し深くお

詫び申し上げます。 

今後は、教育長としての職責を改めて肝に銘じ、更に慎重な行動を心掛け、教育長

として与えられた職務に専念してまいりたいと思いますので、ご理解の程よろしくお

願い申し上げます。 

  また、罰則についてですが、「積極的に政治運動をしてはならないこと」とする禁

止規定に違反した教育長に対する罰則規定は設けられておりませんが、その違反は、

地教行法第７条第１項に規定する職務上の義務違反として罷免理由になるとされて

います。 

 

【ご意見４】 

  教員の政治活動の制限とは整合性がとれているのか。 

【回 答４】 

  現行の公務員制度は、特別職と一般職で構成されています。 

  一般職である教員は、身分が保障されていることの反面、政治運動が厳しく制限さ

れております。 

  他方、教育長は特別職であり、その任期も３年とされており身分が保障されていな

いことの反面、政治運動については、一般職である教員の政治的行為ほど厳格ではな

く、「積極的な政治運動」が規制されております。 

  このように、一般職と特別職の身分保障に差異があることに照らせば整合性はとれ

ていると思われますが、教育長が本市教育委員会の代表者であり、教職員や事務局職

員の服務規律の管理監督者であることを考えますと、教育の政治的中立性や教育長と



しての職責について十分認識し、自身の政治運動について細心の注意を払い行動すべ

きであります。 

 

【ご意見５】 

  教育長は市長が任命しているそうですが、このことを市長はご存じなのか。 

【回 答５】 

教育長の身内が選挙に出ると聞き、立場をわきまえるよう助言しましたが、実際に

名刺を配っていたことは知りませんでした。 


